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規　
　
　

則

　

海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
五
号

　
　
　

海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
報
告
規
則
（
平
成
八
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
一
条
中
「
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
」
を
「
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
の
表
中
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
同
表
五
の
項
中

「

定
置
漁
業

小
型
定
置
漁
業

」
を

「

定
置
漁
業

小
型
定
置
漁
業

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

固
定
式
さ
し
網
漁
業

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
表
四
の
項
を

同
表
五
の
項
と
し
、
同
表
三
の
項
中
「

定
置
漁
業

小
型
定
置
漁
業

」
を

「

定
置
漁
業

小
型
定
置
漁
業

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
四
の
項
と
し
、
同
表
二
の
項
中

「

定
置
漁
業

小
型
定
置
漁
業

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

」
を

「

定
置
漁
業

小
型
定
置
漁
業

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

固
定
式
さ
し
網
漁
業

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
の
項
と
し
、
同
表
一
の
項
中

「

さ
ん
ま
棒
受
網
漁
業

定
置
漁
業

を
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小
型
定
置
漁
業

」

「

定
置
漁
業

小
型
定
置
漁
業

さ
ん
ま
棒
受
網
漁
業

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
の
項
と
し
、
同
表
に
一
の
項

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一　

く
ろ
ま
ぐ
ろ

定
置
漁
業

小
型
定
置
漁
業

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

固
定
式
さ
し
網
漁
業

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業

そ
の
他
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
す
る
漁
業

　

第
四
条
第
二
項
中
「
年
」
を
「
漁
獲
可
能
量
管
理
期
間
（
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
の
対
象
と
な
る
一
年
の
期
間
を

い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「（
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
事
項
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
と
き
は
、」
の
下
に
「
同
項
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
と
併
せ
て
」
を
加
え
、「
併
せ
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
船
舶
の
許
可
番
号
」

を
「
、
許
可
番
号
又
は
承
認
番
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
雑
魚
小
型
定
置
漁
業
」
の
下
に
「
、
雑
魚
移
動
小
型
定
置
漁
業
、
移
動
小
型
定
置
漁
業
」
を
加

え
、
同
条
中
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

四 　

固
定
式
さ
し
網
漁
業
（
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号
）
第
七
条
第
二
号

ホ
に
規
定
す
る
固
定
式
さ
し
網
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

　

五 　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
（
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
二
号
チ
に
規
定
す
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）

　

六 　

沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
漁
業
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ

る
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
を
い
う
。）
が
承
認
し
た
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

　

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　

八　

そ
の
他
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
す
る
漁
業

　

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　

別
記
様
式
（
そ
の
二
）
及
び
別
記
様
式
（
そ
の
三
）
を
削
り
、
別
記
様
式
（
そ
の
一
）
中
「（第

４
条
関
係

）」
を
「（第

５
条
関
係

）」
に
改
め
、「（定

置
漁
業
，
小
型
定
置
漁
業
用

）」
を
削
り
、

「 
漁
業
の
免
許
番
号

船
舶
の
登
録
番
号

Ｍ
Ｇ
－

船
名

丸
 

」
を

「 
採
捕
の

種
類

漁
業
の
免
許
番
号
，

許
可
番
号
又
は
承

認
番
号

船
舶
の
登

録
番
号

Ｍ
Ｇ
－

船
 名

      丸
 

」
に
、

「 
さ
ん
ま

 

」
を

「 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
30kg未

満

30kg以
上

さ
ん
ま

 

」
に
、

「 
す
る
め
い
か

 

」
を

「 
す
る
め
い
か

ず
わ
い
が
に

 

」
に

改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
報
告
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
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も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
報
告
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み

な
す
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１ 　

化
学
名　

二

－

メ
ト
キ
シ

－

Ｎ

－

フ
ェ
ニ
ル

－

Ｎ

－

﹇
一

－

（
二

－

フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン

－

四

－

イ
ル
﹈
ア
セ
タ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｏ
ｘ
ｙ
ａ
ｃ
ｅ
ｔ
ｙ
ｌ　

ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
）

　

２ 　

化
学
名　

二

－

（｛﹇
二

－

（
四

－

ヨ
ー
ド

－

二
・
五

－

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
﹈
ア
ミ
ノ
｝
メ
チ
ル
）

フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
２
５
Ｉ

－

Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｈ
又
は
２
Ｃ

－
Ｉ

－
Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｈ
）

二　

指
定
の
理
由

　

 　

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。）
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日　

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

　

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
入
会
林
野
整
備
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

決
定
に
係
る
入
会
林
野
整
備
計
画

　
　

愛
島
笠
島
入
会
林
野
整
備
計
画

二　

申
請
人

　
　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
南
東
宮
下
三
十
七
番
地

　
　

愛
島
笠
島
入
会
林
野
整
備
組
合

　
　

組
合
長　

松
浦　

道
彦

三　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

愛
島
笠
島
入
会
林
野
整
備
計
画
書

四　

縦
覧
の
期
間

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
二
十
三
日
ま
で

五　

縦
覧
の
場
所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課

　
　

名
取
市
増
田
字
柳
田
八
十
番
地

　
　
　

名
取
市
生
活
経
済
部
農
林
水
産
課

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

気
仙
沼
市
横
沼
二
八
五
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

気
仙
沼
市
横
沼
二
八
五
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

（3）　平成30年６月22日　金曜日 第2969号宮　　城　　県　　公　　報



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　　
　

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

 　

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
北
沢
山
二
〇
一
か
ら
二
〇
三
ま
で
、
二
一
六
、
二
一
七
の
一
、
二
一
七
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）

及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

大
崎
市
鹿
島
台
深
谷
字
塚
ノ
入
四
の
二
、
一
二
の
一
、
一
二
の
二
、
一
二
の
四
、
一
二
の
七
、
一
二
の
九
、
一

二
の
一
二
、
一
二
の
一
三
、
一
二
の
一
五
、
一
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
六
の
三
、
一
六
の

五
、
二
六
の
一
、
二
六
の
三

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

干
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

字
塚
ノ
入
一
六
の
三

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

大
崎
市
鹿
島
台
深
谷
字
塚
ノ
入
一
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
六
の
三
、
一
六
の
五

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
六
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
七
百

五
十
四
号
で
変
更
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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新旧別

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

大
分
類

中
分
類

小
分
類

旧

宮
城
県
三

陸
南
沿
岸

北
上
海
岸

長
塩
谷
、

立
神
地
区

海
岸

陸　
　
　

域

水　
　
　

域

桃
生
郡
北
上
町
十
三
浜
字
長
塩

谷
三
百
五
番
二
地
先
か
ら
同
所

字
立
神
七
十
二
番
六
地
先
標
柱

に
至
る
水
際
線
背
後
防
潮
林
境

界
線
に
囲
ま
れ
た
土
地

上
に
掲
げ
る
土
地
に
接
す
る
水

際
線
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
の
幅

員
を
有
す
る
水
面

新

三
陸
南
沿

岸

北
上
海
岸

長
塩
谷
・

立
神
地
区

海
岸

基
点
Ａ
点 　

石
巻
市
北
上
町
大
字
十
三
浜
字
長
塩
谷
三
十
八
番
一

の
地
先
北
緯
三
八
度
三
四
分
五
八
秒
六
〇
四
五
六
東
経

一
四
一
度
二
七
分
五
五
秒
二
二
七
六
四

基
点
Ｂ
点 　

石
巻
市
北
上
町
大
字
十
三
浜
字
立
神
七
十
一
番
一
の

地
先
北
緯
三
八
度
三
四
分
四
八
秒
三
九
〇
八
九
東
経
一

四
一
度
二
七
分
三
八
秒
五
六
二
四
〇

ア
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
八
秒
二
八
五
五
三
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
四
秒
八
一
七
一
九
の
地
点

イ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
八
秒
八
一
二
一
二
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
四
秒
〇
九
三
五
四
の
地
点

ウ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
八
秒
六
一
七
一
五
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
三
秒
七
四
一
八
一
の
地
点

エ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
七
秒
八
九
四
一
五
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
三
秒
九
九
五
二
五
の
地
点

オ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
六
秒
六
七
三
八
六
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
二
秒
四
九
一
四
八
の
地
点

カ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
三
秒
二
六
二
一
六
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
八
秒
一
〇
五
五
一
の
地
点

キ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
一
秒
一
三
七
一
〇
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
四
秒
一
六
九
六
一
の
地
点

ク
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
一
秒
三
三
〇
八
七
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
三
秒
九
九
七
〇
一
の
地
点

ケ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
一
秒
〇
二
二
一
二
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
三
秒
四
四
〇
二
〇
の
地
点

コ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
〇
秒
八
二
七
七
三
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
三
秒
六
一
三
三
二
の
地
点

サ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
〇
秒
一
三
一
一
一
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
二
秒
三
六
〇
一
三
の
地
点

シ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
九
秒
五
五
三
三
六
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
一
秒
三
二
四
六
一
の
地
点

ス
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
九
秒
三
四
九
一
七
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
〇
秒
九
三
〇
四
七
の
地
点

セ 

点　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
八
秒
六
三
三
五
四
東
経
一
四
一
度

　

二
七
分
三
九
秒
六
二
三
五
〇
の
地
点

ソ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
八
秒
三
八
九
三
八
東
経
一
四
一
度

二
七
分
三
九
秒
〇
七
四
六
五
の
地
点

タ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
七
秒
六
一
六
〇
四
東
経
一
四
一
度

二
七
分
三
九
秒
一
六
五
九
七
の
地
点

チ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
七
秒
四
一
九
三
三
東
経
一
四
一
度

二
七
分
三
八
秒
七
五
六
二
〇
の
地
点

ツ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
六
秒
六
五
九
〇
六
東
経
一
四
一
度

二
七
分
三
八
秒
九
八
一
三
八
の
地
点

テ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
五
秒
八
二
六
四
五
東
経
一
四
一
度

二
七
分
三
九
秒
六
〇
七
三
三
の
地
点

ト
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
五
秒
五
二
四
五
九
東
経
一
四
一
度

　
　

二
七
分
四
二
秒
〇
五
〇
一
八
の
地
点

ナ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
五
秒
七
六
七
七
八
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
二
秒
五
一
四
四
四
の
地
点

ニ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
六
秒
六
九
一
三
〇
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
四
秒
二
一
八
六
八
の
地
点

ヌ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
七
秒
六
一
〇
五
九
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
五
秒
八
七
六
三
六
の
地
点

ネ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
八
秒
五
四
八
四
六
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
七
秒
五
六
四
五
九
の
地
点

ノ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
四
九
秒
六
一
三
一
八
東
経
一
四
一
度

二
七
分
四
九
秒
五
一
五
二
〇
の
地
点

ハ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
〇
秒
六
五
一
〇
三
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
一
秒
三
四
五
三
九
の
地
点

ヒ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
一
秒
七
九
一
六
八
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
二
秒
八
二
四
〇
八
の
地
点

フ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
二
秒
八
七
六
九
七
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
四
秒
二
二
〇
二
一
の
地
点

ヘ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
二
秒
九
三
二
三
四
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
四
秒
二
九
二
四
七
の
地
点

ホ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
四
秒
〇
六
九
九
四
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
五
秒
七
五
四
八
四
の
地
点

マ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
四
秒
七
六
三
〇
二
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
六
秒
五
〇
二
二
三
の
地
点

ミ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
七
秒
四
三
一
三
二
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
五
秒
九
七
九
〇
一
の
地
点

ム
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
七
秒
九
三
五
四
一
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
五
秒
一
五
九
五
一
の
地
点

メ
点 　

北
緯
三
八
度
三
四
分
五
八
秒
〇
一
二
四
六
東
経
一
四
一
度

二
七
分
五
五
秒
二
五
八
六
一
の
地
点

　

Ａ
、
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
、
ク
、
ケ
、
コ
、
サ
、

シ
、
ス
、
セ
、
ソ
、
Ｂ
、
タ
、
チ
、
ツ
、
テ
、
ト
、
ナ
、
ニ
、
ヌ
、

ネ
、
ノ
、
ハ
、
ヒ
、
フ
、
ヘ
、
ホ
、
マ
、
ミ
、
ム
、
メ
及
び
Ａ
の

各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た
だ
し
、
保
安

林
を
除
く
。

　

泫
座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
桜
木
三
丁
目
二
百
十
二
番
六

 　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
二
丁
目
二
番
十
一
号

 

株
式
会
社
み
つ
ば　
　
　
　
　
　

監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
12号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
30年
６
月
22日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
す
 ど
 う
　
　
　
　
　
哲
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
30年
３
月
29日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
30年
５
月
25日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
公
文
書
館

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
報
酬
に
お
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
正
支
給
額
　
　
121,179円

　
　
　
　
・
誤
支
給
額
　
　
 12,179円

　
　
　
　
・
追
給
額
　
　
　
109,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
今
回
の
支
給
額
の
誤
り
に
つ
い
て
は
，
財
務
シ
ス
テ
ム
に
金
額
を
入
力
す
る
際
に
，
誤
っ
た
金
額
を
入
力
し

た
こ
と
，
ま
た
，
複
数
の
職
員
に
よ
る
多
重
チ
ェ
ッ
ク
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
こ
と
か
ら
，

財
務
シ
ス
テ
ム
の
入
力
後
に
支
出
命
令
決
議
書
と
支
給
調
書
を
２
人
以
上
で
読
み
合
わ
せ
を
行
い
再
チ
ェ
ッ
ク

す
る
と
と
も
に
，
支
出
命
令
決
議
書
の
回
議
時
に
複
数
の
職
員
に
よ
る
多
重
チ
ェ
ッ
ク
を
確
実
に
行
う
こ
と
と

し
た
。

　
⑵
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

860,900,853円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
1,023,590,663円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
1,884,491,516円

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

941,910,857円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
1,175,622,329円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
2,117,533,186円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
（
平
成
28年
３
月
策
定
），
平
成
29年

度
県
税
事
務
運
営
及
び
平
成
29

年
度
県
税
事
務
実
施
計
画
に
基
づ
き
，
滞
納
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
当
所
で
は
，
平
成
29年
度
の
収
入
未
済
額
縮
減
目
標
を
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
４
％
，
そ
の
他
の
税
目
に
つ

い
て
６
％
に
設
定
し
，
目
標
達
成
に
向
け
た
縮
減
対
策
を
実
施
し
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
仙
台
市
と
の
間
で
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
を
開
催
し
情
報
交
換
と
連
携
強
化
を

図
っ
た
ほ
か
，
県
税
還
付
金
情
報
の
提
供
，
車
両
保
有
状
況
調
査
支
援
を
実
施
し
て
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
繋

げ
た
。

　
　
　
 　
そ
の
他
の
税
目
に
関
し
て
は
，
早
期
の
折
衝
・
財
産
調
査
に
努
め
，
納
税
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
滞

納
と
な
っ
て
い
る
者
に
対
し
，
換
価
・
取
り
立
て
が
容
易
な
預
金
・
給
与
等
の
債
権
を
中
心
に
積
極
的
に
差
押

を
行
っ
た
。

　
　
　
 　
そ
の
結
果
，
預
貯
金
207件

，
給
与
等
23件
な
ど
428件

の
差
押
を
実
施
し
た
。
そ
れ
で
も
解
決
し
な
い
案
件

に
つ
い
て
は
，
差
押
自
動
車
の
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
，
捜
索
・
動
産
差
押
，
公
売
等
を
実
施
し
，
税
収
確
保
と
収
入

未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
⑶
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
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現
年
度
分
 

125,107,412円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

145,485,744円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

270,593,156円

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

149,641,506円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

163,979,491円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

313,620,997円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
28年
３
月
に
策
定
し
た
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」，「
平
成
29年
度
県
税
事
務
運
営
」
及

び
「
平
成
29年
度
事
務
実
施
計
画
」
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
収
入
未
済
額
の
縮
減
と
税
収
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
管
内
市
町
村
と
協
働
で
滞
納
整
理
等
を
行
う
実
働
組
織
「
チ
ー
ム
T
. O
. T
. O
」

に
よ
る
対
象
案
件
と
し
て
45件
（
今
回
か
ら
初
の
試
み
で
あ
る
市
町
村
共
通
の
納
税
者
14件
含
む
）
の
滞
納
整

理
を
実
施
し
，
一
層
の
滞
納
額
縮
減
に
努
め
た
。
ま
た
，「
チ
ー
ム
T
. O
. T
. O
」
対
象
事
案
以
外
に
も
共
同

催
告
な
ど
市
町
村
支
援
の
た
め
の
各
種
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
に
掲
げ
る
差
押
な
ど
の

滞
納
処
分
を
中
心
と
し
た
取
組
を
徹
底
す
る
た
め
，
早
期
の
財
産
調
査
に
努
め
，
預
貯
金
，
給
与
，
自
動
車
な

ど
の
差
押
を
積
極
的
に
実
施
し
た
。
ま
た
，
長
期
滞
納
事
案
や
換
価
の
見
込
め
な
い
長
期
差
押
財
産
の
見
直
し

を
行
い
，
徴
収
緩
和
制
度
も
適
切
に
適
用
し
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
⑷
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

34,712,226円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

99,762,556円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

134,474,782円

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

43,238,492円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

105,892,864円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

149,131,356円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
及
び
「
平
成
29年
度
県
税
事
務
運
営
」
に
基
づ
き
，
次
の
と
お
り

収
入
未
済
額
の
縮
減
と
税
収
の
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
地
方
税
法
第
48条
に
よ
る
直
接
徴
収
を
実
施
し
た
ほ
か
，
共
同
催
告
・
共
同
徴

収
，
県
税
還
付
金
の
差
押
支
援
な
ど
市
町
を
積
極
的
に
支
援
す
る
事
業
を
実
施
し
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
に
つ
い
て
は
，
早
期
の
折
衝
・
催
告
を
行
う
と
と
も
に
，
預
貯
金
，
給
与
等
の
債
権
を
中

心
に
早
期
の
財
産
調
査
を
行
い
，
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
活
用
し
，
差
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
実
施
し
た
。
更

に
資
力
の
な
い
滞
納
者
に
つ
い
て
は
，
滞
納
処
分
執
行
停
止
等
を
行
い
，
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
た
。

　
⑸
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
事
務
事
業
の
執
行
管
理
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か

に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
 　
許
可
事
務
に
お
い
て
，
申
請
書
の
放
置
等
に
よ
る
許
可
書
の
交
付
遅
延
及
び
公
印
の
無
断
押
印
が
な
さ
れ

た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
　
８
件

　
　
　
　
　
・
交
付
遅
延
　
　
　
　
６
件

　
　
　
　
　
・
公
印
の
無
断
押
印
　
２
件

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
申
請
書
の
放
置
等
に
よ
る
許
可
書
の
交
付
遅
延
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
，
文
書
配
付
票
を
作
成
し
，
担

当
者
が
処
理
状
況
を
記
入
し
，
班
長
が
随
時
確
認
す
る
な
ど
，
業
務
の
進
行
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
 　
公
印
の
無
断
押
印
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
，
公
印
の
施
錠
及
び
使
用
時
の
確
認
を
，
次
長
（
総
括
担
当
）

が
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
⑹
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
賃
金
，
報
償
費
，
旅
費
及
び
需
用
費
に
お
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
及
び
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今

後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
賃
金
に
つ
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
２
件

　
　
　
　
　
・
正
支
給
額
　
　
211,435円
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・
誤
支
給
額
　
　
226,887円

　
　
　
　
　
・
過
支
給
額
　
　
 15,452円

　
　
　
　
　
・
返
納
決
議
額
　
 15,572円

　
　
　
　
〇
報
償
費
及
び
旅
費
に
つ
い
て
，
60日
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
３
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
 11,140円

　
　
　
　
〇
旅
費
に
つ
い
て
，
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
19件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
1,337,056円

　
　
　
　
〇
需
用
費
（
ガ
ス
料
金
）
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
に
よ
る
遅
収
加
算
金
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
２
件

　
　
　
　
　
・
遅
収
加
算
金
　
3,386円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
賃
金
の
支
給
額
誤
り
に
つ
い
て
は
，
出
勤
日
の
確
認
錯
誤
に
よ
る
も
の
で
，
出
勤
簿
及
び
年
休
簿
，
支
給
調

書
の
出
勤
確
認
欄
に
よ
り
，
担
当
者
と
班
長
，
出
納
員
の
複
数
の
目
で
確
認
し
，
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
　
　
 　
報
償
費
及
び
旅
費
の
支
払
遅
延
に
つ
い
て
は
，
事
業
終
了
後
に
速
や
か
に
支
払
う
べ
き
と
こ
ろ
を
，
事
業
終

了
時
の
会
計
担
当
者
へ
の
報
告
で
不
足
書
類
が
あ
り
作
成
を
依
頼
し
た
ま
ま
会
計
担
当
者
が
失
念
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
所
内
職
員
に
対
す
る
支
払
期
限
の
周
知
徹
底
を
図
り
，
会
計
担
当
者
が
各
班
か
ら
年
間
事
業

計
画
表
を
受
け
取
り
流
れ
を
把
握
す
る
な
ど
事
業
担
当
者
と
会
計
担
当
者
が
連
携
を
密
に
し
再
発
防
止
に
努
め

て
い
る
。

　
　
　
 　
旅
費
の
支
払
遅
延
に
つ
い
て
は
，
赴
任
旅
費
の
支
払
遅
延
で
あ
り
，
出
納
閉
鎖
時
の
繁
忙
等
で
支
出
を
失
念

し
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
，
失
念
防
止
の
た
め
，
会
計
事
務
例
月
処
理
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
成
し

担
当
者
と
決
裁
者
に
よ
る
確
認
を
各
々
確
実
に
行
う
よ
う
努
め
て
い
る
。

　
　
　
 　
需
用
費
（
ガ
ス
料
金
）
の
支
払
遅
延
に
つ
い
て
は
，
人
事
異
動
時
の
引
継
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
か
ら
検
針

票
が
請
求
書
を
兼
ね
る
こ
と
が
解
ら
ず
，
郵
送
さ
れ
な
い
請
求
書
を
待
ち
支
払
遅
延
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
各
種
の
支
払
手
続
に
つ
い
て
引
継
時
に
十
分
な
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
で
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
る
。

ま
た
，
会
計
事
務
例
月
処
理
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
成
し
担
当
者
と
決
裁
者
が
各
々
確
実
な
履
行
を
確
認
す
る
ほ

か
，
例
月
支
出
項
目
の
月
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
掲
示
に
よ
り
班
員
が
相
互
に
確
認
し
声
が
け
等
で
き
る
体
制
を
整

え
，
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
⑺
　
古
川
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
旅
費
に
お
い
て
，
職
員
に
対
す
る
指
導
監
督
が
適
切
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
，
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
認

め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
件
数
　
271件

　
　
　
　
・
金
額
　
838,263円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
事
務
室
長
は
旅
費
確
認
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
進
捗
管
理
を
し
，
旅
行
命
令
入
力
業
務
が
遅
れ
て
い
る
場
合
に

は
声
が
け
し
，
早
め
に
事
務
室
内
で
相
談
し
，
協
力
で
き
る
体
制
を
整
え
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
旅
費
担
当
職
員
と
各
種
手
引
や
通
知
文
，
関
係
法
規
等
の
読
み
込
み
を
重
ね
る
等
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
充
実
を

図
り
，
担
当
職
員
が
同
僚
職
員
と
疑
問
点
等
を
共
有
し
解
説
等
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
，
様
々
な
知
識
を
身
に

つ
け
，
旅
行
命
令
入
力
処
理
時
間
が
短
縮
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
　
　
 　
さ
ら
に
，
職
員
会
議
等
を
利
用
し
て
教
員
に
対
し
書
類
の
必
要
性
等
を
説
明
し
，
書
類
提
出
が
ス
ム
ー
ズ
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
し
た
。

　
　
　
 　
平
成
29年
度
か
ら
は
，
事
務
室
と
し
て
業
務
全
体
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
，
円
滑
に
旅

費
事
務
の
処
理
を
行
え
る
よ
う
に
し
，
支
払
遅
延
を
防
止
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
⑻
　
泉
館
山
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
報
酬
，
賃
金
，
報
償
費
及
び
旅
費
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
及
び
支
給
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後

再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
報
酬
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
４
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
333,600円

　
　
　
　
〇
賃
金
に
つ
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
正
支
給
額
　
110,003円

　
　
　
　
　
・
誤
支
給
額
　
113,803円

　
　
　
　
　
・
過
支
給
額
　
　
3,800円

　
　
　
　
〇
報
償
費
及
び
旅
費
に
つ
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
２
件

　
　
　
　
　
・
正
支
給
額
　
69,324円

第2969号　平成30年６月22日　金曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報



　
　
　
　
　
・
誤
支
給
額
　
61,216円

　
　
　
　
　
・
追
給
額
　
　
 8,108円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
報
酬
の
支
払
い
遅
延
防
止
の
た
め
，「
定
例
業
務
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
 　
賃
金
の
支
給
額
誤
り
防
止
の
た
め
，
決
議
書
と
調
書
等
根
拠
書
類
を
確
認
し
や
す
く
す
る
た
め
に
，
職
員
毎

に
色
指
定
し
た
マ
ー
カ
ー
を
使
用
し
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
 　
非
常
勤
職
員
等
の
報
償
費
及
び
旅
費
の
支
給
額
誤
り
防
止
の
た
め
，
担
当
教
員
に
よ
る
出
勤
確
認
及
び
出
勤

簿
管
理
の
徹
底
を
図
っ
た
。

　
　
　
 　
以
上
の
措
置
に
よ
り
支
払
遅
延
及
び
支
給
額
の
誤
り
に
つ
い
て
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
13号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
，
宮
城

県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ
り
公

表
す
る
。

　
　
平
成
30年
６
月
22日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
す
 ど
 う
　
　
　
　
　
哲
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
30年
３
月
29日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
30年
５
月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
団
体
名
　
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
イ
　
期
末
に
お
い
て
，
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
運
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ロ
　
当
期
純
利
益
が
３
期
連
続
で
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
た
の
で
，
運
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
医
療
資
源
を
有
効
活
用
し
た
病
床
の
効
率
的
な
利
用
推
進
等
，
収
益
向
上
に
取
り
組
み
，
法
人
が
策
定
し

た
中
期
計
画
（
平
成
32年

度
ま
で
に
経
常
収
支
比
率
100％

以
上
と
す
る
）
の
目
標
達
成
に
向
け
て
，
引
き

続
き
経
営
改
善
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
た
。

　
　
　
ロ
 　
医
療
資
源
を
有
効
活
用
し
た
病
床
の
効
率
的
な
利
用
推
進
等
，
収
益
向
上
に
取
り
組
み
，
法
人
が
策
定
し

た
中
期
計
画
（
平
成
32年

度
ま
で
に
経
常
収
支
比
率
100％

以
上
と
す
る
）
の
目
標
達
成
に
向
け
て
，
引
き

続
き
経
営
改
善
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
た
。

　
⑵
　
団
体
名
　
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
腎
臓
協
会

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
イ
 　
財
務
諸
表
に
お
い
て
，
計
数
，
勘
定
科
目
が
著
し
く
不
適
正
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る

必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ロ
　
財
務
諸
表
に
お
い
て
，
記
載
漏
れ
等
の
不
備
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ハ
 　
会
計
帳
簿
等
に
お
い
て
，
極
め
て
不
適
切
・
不
明
瞭
な
整
備
状
況
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る
必

要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
腎
臓
協
会
で
は
公
益
法
人
会
計
の
適
正
な
執
行
の
た
め
，
平
成
29年
度
か
ら
人
的
資
源
の
確
保
，
各
種
媒

体
を
活
用
し
た
知
識
の
向
上
，
専
門
機
関
か
ら
の
助
言
・
指
導
，
複
数
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
な
ど
抜
本

的
な
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
 　
ま
た
，
平
成
29年
度
決
算
の
財
務
諸
表
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
，
上
記
指
摘
事
項
の
よ
う
な
事
例
は
見
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
，
県
と
し
て
は
，
そ
の
遂
行
状
況
に
つ
い
て
適
時
確
認
を
行
い
つ
つ
，
腎
臓
協

会
か
ら
の
相
談
等
に
対
し
て
は
，
適
切
に
指
導
助
言
し
て
い
く
。

　
　
　
ロ
 　
腎
臓
協
会
で
は
公
益
法
人
会
計
の
適
正
な
執
行
の
た
め
，
平
成
29年
度
か
ら
人
的
資
源
の
確
保
，
各
種
媒

体
を
活
用
し
た
知
識
の
向
上
，
専
門
機
関
か
ら
の
助
言
・
指
導
，
複
数
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
な
ど
抜
本

的
な
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
 　
ま
た
，
平
成
29年
度
決
算
の
財
務
諸
表
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
，
上
記
指
摘
事
項
の
よ
う
な
事
例
は
見
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
，
県
と
し
て
は
，
そ
の
遂
行
状
況
に
つ
い
て
適
時
確
認
を
行
い
つ
つ
，
腎
臓
協

会
か
ら
の
相
談
等
に
対
し
て
は
，
適
切
に
指
導
助
言
し
て
い
く
。

　
　
　
ハ
 　
腎
臓
協
会
で
は
公
益
法
人
会
計
の
適
正
な
執
行
の
た
め
，
平
成
29年
度
か
ら
人
的
資
源
の
確
保
，
各
種
媒

体
を
活
用
し
た
知
識
の
向
上
，
専
門
機
関
か
ら
の
助
言
・
指
導
，
複
数
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
な
ど
抜
本

的
な
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
 　
ま
た
，
平
成
29年
度
決
算
の
財
務
諸
表
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
，
上
記
指
摘
事
項
の
よ
う
な
事
例
は
見
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
，
県
と
し
て
は
，
そ
の
遂
行
状
況
に
つ
い
て
適
時
確
認
を
行
い
つ
つ
，
腎
臓
協

会
か
ら
の
相
談
等
に
対
し
て
は
，
適
切
に
指
導
助
言
し
て
い
く
。

　
⑶
　
団
体
名
　
株
式
会
社
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
み
や
ぎ
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イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
期
末
に
お
い
て
，
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
経
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。　

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
同
社
及
び
主
要
株
主
で
構
成
す
る
今
後
の
あ
り
方
検
討
会
に
参
画
し
，
今
後
の
経
営
の
方
向
性
等
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
た
。

　
　
　
 　
こ
れ
を
踏
ま
え
，
平
成
30年
３
月
の
取
締
役
会
に
お
い
て
，
処
分
可
能
な
財
産
を
保
有
し
て
い
る
間
に
解
散

の
決
断
を
行
う
方
向
性
な
ど
が
決
議
さ
れ
，
概
ね
２
年
以
内
を
目
途
と
し
て
，
既
存
テ
ナ
ン
ト
の
退
去
合
意
及

び
退
去
状
況
等
に
よ
り
解
散
決
議
の
具
体
的
時
期
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
，
今
後
は
，
こ
の
方
向
性

に
沿
っ
た
指
導
・
助
言
を
行
う
。

　
⑷
　
団
体
名
　
公
益
財
団
法
人
翠
生
農
学
振
興
会

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
イ
 　
定
款
で
定
め
る
事
務
局
長
が
不
在
で
あ
り
，
会
計
処
理
規
程
で
定
め
る
会
計
処
理
が
規
定
内
容
に
従
っ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ロ
 　
助
成
金
の
交
付
決
定
に
お
い
て
，
明
確
な
決
裁
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を

図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
当
初
財
団
で
想
定
し
て
い
た
事
務
局
長
候
補
者
と
調
整
が
う
ま
く
い
か
ず
不
在
と
な
っ
て
い
た
が
，
公
益

財
団
法
人
の
運
営
上
，
事
務
局
長
の
配
置
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
，
県
と
し
て
は
早
急
に
選
定
す
る
よ
う
，

指
導
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
 　
本
年
６
月
の
総
会
に
お
い
て
，
新
た
な
事
務
局
長
が
選
定
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
さ
ら
に
，
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ま
で
も
会
計
処
理
規
程
に
基
づ
き
，
改
善
す
る
よ
う
求
め
て
き

た
が
，
事
務
局
長
選
定
後
も
引
き
続
き
助
言
指
導
を
行
う
。

　
　
　
ロ
 　
当
該
財
団
に
つ
い
て
は
，
公
益
財
団
法
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
意
思
決
定
等
に
お
い
て
明
確
な
決
裁
や
記

録
が
必
要
で
あ
る
が
，
助
成
金
の
交
付
決
定
に
お
い
て
，
審
議
を
メ
ー
ル
や
電
話
だ
け
で
行
っ
て
い
た
案
件

が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
 　
こ
の
こ
と
か
ら
県
と
し
て
は
，
メ
ー
ル
や
電
話
だ
け
で
の
処
理
に
な
ら
な
い
よ
う
，
会
議
の
招
集
を
行
う

こ
と
や
，
経
過
が
分
か
る
よ
う
な
議
事
録
等
の
書
類
を
作
成
す
る
と
と
も
に
，
担
当
だ
け
の
決
裁
で
は
な
く
，

し
か
る
べ
き
決
裁
処
理
を
す
る
よ
う
指
導
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
 　
さ
ら
に
，
作
成
後
の
書
類
に
つ
い
て
も
，
適
正
に
文
書
の
管
理
保
存
を
行
う
よ
う
指
導
を
行
っ
た
。

　
⑸
　
団
体
名
　
公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基
金

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
一
般
正
味
財
産
増
減
額
が
３
期
連
続
で
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
た
の
で
，
引
き
続
き
運
営
改
善
を
図
る
必
要

が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
基
金
は
，
平
成
28年
度
か
ら
監
査
で
運
営
改
善
に
関
す
る
指
摘
を
受
け
て
お
り
，
支
出
超
過
解
消
の
た
め
，

林
業
事
業
体
へ
の
社
会
保
険
等
の
掛
金
助
成
の
見
直
し
と
し
て
段
階
的
に
助
成
額
を
縮
減
す
る
「
財
政
健
全
化

に
む
け
た
事
業
調
整
計
画
」
を
平
成
27年
度
及
び
28年
度
の
予
算
理
事
会
で
承
認
さ
れ
，
実
行
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　
　
　
 　
当
該
計
画
の
と
お
り
実
行
さ
れ
れ
ば
平
成
30年
度
に
は
支
出
超
過
が
解
消
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　
　
　
 　
県
と
し
て
は
，
昨
年
度
か
ら
運
営
改
善
を
図
る
た
め
，
事
業
規
模
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
早
期
に
実
施
す
る

よ
う
に
指
導
し
て
お
り
，
上
記
計
画
に
よ
り
支
出
超
過
の
解
消
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
 　
今
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
，
基
金
の
運
営
改
善
が
適
正
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
指
導
す
る
。

　
　
　
 　
ま
た
，
上
記
対
策
以
外
に
も
基
金
が
実
施
す
る
事
業
に
お
け
る
支
出
内
容
を
精
査
し
，
必
要
に
応
じ
て
見
直

し
を
求
め
る
な
ど
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
，
引
き
続
き
指
導
し
て
い
く
。

　
⑹
　
団
体
名
　
塩
釜
港
開
発
株
式
会
社

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
期
末
に
お
い
て
，
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
経
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。　

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
管
理
経
費
の
削
減
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
に
よ
る
集
客
増
加
に
よ
る
収
益
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
と
も

に
，
経
営
改
善
に
向
け
て
指
導
を
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
，
今
回
の
監
査
に
よ
る
指
摘
事
項
を
踏
ま
え
，

重
ね
て
経
営
改
善
に
つ
い
て
の
指
導
を
行
っ
た
。

　
　
　
 　
団
体
と
し
て
も
，
今
後
「
経
営
改
善
計
画
」
を
策
定
し
て
更
な
る
経
営
改
善
を
図
り
，
特
に
空
テ
ナ
ン
ト
対

策
等
営
業
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
，
今
後
も
継
続
し
て
経
営
改
善
を
図
る
よ
う
指
導
し
て

い
く
。

　
⑺
　
団
体
名
　
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
立
替
金
に
お
い
て
，
精
算
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
住
宅
供
給
公
社
の
立
替
金
の
対
象
者
は
，
回
収
が
困
難
な
案
件
も
あ
る
こ
と
か
ら
，
対
象
者
の
情
報
の
的
確

な
把
握
や
債
権
放
棄
等
の
選
択
な
ど
を
含
め
，
状
況
に
応
じ
た
債
権
管
理
が
適
切
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
，
指
導

を
継
続
し
て
い
く
。
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